
入 札 公 告 

 

 

次のとおり一般競争入札に付する。 

 

 令和４年 ３月 ８日  

岩手県立前沢明峰支援学校長 中 野 真 幸 

 

１ 調達内容 

⑴ 業 務 名 岩手県立前沢明峰支援学校給食調理等業務 

 ⑵ 履行期間 令和４年４月１日～令和７年３月３１日  

（地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

 ⑶ 履行場所 奥州市前沢字田畠１８番地１  

 ⑷ 業務概要 給食調理及びそれに付帯する業務全般 

（調理、盛付、食器具の洗浄・消毒及び保管、厨房・設備等の清掃等。詳細は、別紙 

 

仕様書等による。） 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項   

 次に揚げる条件をすべて満たし、この業務委託に係る競争入札参加資格の確認を受けた者のみが、この業

務委託の入札に参加することができます。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４に規定する者でないこと。 

 ⑵ 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）の規定による県内での営業許可を有する者であること。 

 ⑶ 学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）又は夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法 

律（昭和３１年法律第１５７号）に規定する学校給食に必要な施設又は高等学校寄宿舎等の食堂の実施 

に必要な施設等での調理業務について、過去５年以内に２年以上の契約実績を有していること。 

⑷ 調理師法（昭和３３年法律第１４７号）に規定する調理師の資格を有し、過去１０年以内に学校給食 

等業務に１年以上の経験を有する者を１名以上常勤で調理業務に従事させること。  

 ⑸ 申請書等の提出月日（以下「資格確認日」という。）から起算して過去２年間、食中毒事故による営業 

停止等の処分を受けていないこと。 

⑹ 製造物責任法（平成６年法律第８５号）の規定よる損害賠償責任を履行するため、生産物賠償責任保 

険に加入していること。 

 ⑺ 岩手県内に本店、支店又は、営業所を有する者であること。 

 ⑻ 岩手県県税条例（令和３年岩手県条例第 58号）第４条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 

⑼ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再 



 生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 

  ⑽ ３に定める競争入札参加資格確認申請書の提出の日から落札決定の日までの期間に、岩手県から一般 

委託契約に係る入札参加制限等措置基準（平成 23年 10月５日出第１１６号）に基づく入札参加制限 

又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。 

 ⑾ ⑽の期間に、岩手県から物品購入等に係る指名停止等措置基準（平成 12年３月 30日出総第２４号） 

に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。 

⑿ 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号 

に規定する暴力団、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団若 

しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 

 

３ 入札説明書及び競争入札参加資格確認申請書等の配付について 

本件の入札に参加しようとする者は、あらかじめ競争入札参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）

に競争入札参加資格確認資料（以下「資料」という。）を添えて学校長に提出し、競争入札参加資格があるこ

との確認を受けなければなりません。 

申請書及び資料（以下「申請書等」という。）の提出は別に定める様式によるものとし、その様式書類・ 

入札説明書及び仕様書等を次により配付します。 

⑴ 配付期間 令和４年３月８日（火）から令和４年３月 18日（金） 

 土日を除く午前９時から午後４時３０分まで 

 ⑵ 配付場所 奥州市前沢字田畠１８番地１  岩手県立前沢明峰支援学校事務室 

     

４ 申請書等の受付について 

 ⑴ 受付期間 令和４年３月８日（火）から令和４年３月 18日（金）   

 土日を除く午前９時から午後４時３０分まで 

 ⑵ 受付場所 奥州市前沢字田畠１８番地１  岩手県立前沢明峰支援学校事務室 

 ⑶ 申請書等の提出部数は１部とします。 

 ⑷ 申請書等は持参願います。 

 ⑸ 提出された申請書等は返却しません。 

 

５ 競争入札参加資格の確認結果の通知 

  競争入札参加資格の確認結果については、郵送またはＦＡＸで通知します。 

 

６ 入札に関する事務担当及び問い合わせ先 

  岩手県立前沢明峰支援学校 事務室 

  奥州市前沢字田畠１８番地１ 

  電話番号 ０１９７－５６－６７０７  Ｆａｘ ０１９７－５６－５９６７ 



 

７ 入札及び開札の場所及び日時等 

 ⑴ 期日  令和４年３月 23日（水）午前 11時  

 ⑵ 場所  奥州市前沢字田畠１８番地１  岩手県立前沢明峰支援学校 応接室 

 

８ 入札保証金に関する事項 

  岩手県会計規則（平成４年岩手県規則第２１号）第９６条、第９７条第 1 項第 1 号の規定による。 

 

９ その他必要な事項 

 ⑴ 調達手続の停止 令和４年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務の 

入札手続きについて停止の措置を行うことがある。 

⑵  本件公告に示した契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約である。次年度以降の予 

算が減額又は削減された場合は、契約の変更又は解除することがある。また、当該契約の変更又は解除 

が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。 

⑶ 本公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札、虚偽の申請を行った者の 

入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札 

は、無効とする。 

 ⑷ 契約金額は、総価（３年度間分）で入札に付すること。また、入札書に記載された金額に当該金額の 

１００分の１０に相当する消費税及び地方消費税額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端 

数金額を切り捨てた金額。）を加えた金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税 

業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額 

を入札書に記載すること。 

 ⑸ 予定価格の範囲内での最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑹ 契約書の作成を要する。 

 ⑺ 入札行為を代理人に委任する場合には、必ず委任状を提出すること。 

 ⑻ 電信入札、郵便入札は認めない。 

 ⑼ その他、詳細は入札説明書による。 

 

 

 


